
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

身近にいて 

   頼りになる 

健康に関することを 

    何でも相談できる 

★☆★ かかりつけ医 ★☆★ 
 
日頃の健康管理を行う地域の身近なお医者さんです。症状に応じて、適切な医療
機関を紹介します。また、介護保険の主治医意見書等の書類も作成します。 
気になることがあったら、まず『かかりつけ医』に相談しましょう。 

  

 患者さん 

かかりつけ医  病院の医師 

 

在宅医療とは・・・ 
 
在宅医療とは、自宅等の生活の場で行う医療のことです。訪問診療（医師が定期的
に訪問して行う医療）や往診（医師が突然の要請に応じて行う医療）、各専門職（歯
科医、看護師、薬剤師、リハビリ職など）による医療を受けることができます。 
 
  〇足腰が弱くなり通院できなくなった 
  〇退院はしたけれど、介護が必要になり、病院まで通えない 
  〇治るための有効な治療がないことがわかった。痛みを和らげながら、最期ま

で自宅で暮らしたい。 
 
※在宅医療については、『かかりつけ医』にご相談ください。 

 


